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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
　するための法律施行細則の一部を改正する規則…（障がい福祉課）30
○特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則の
　一部を改正する規則………………………………（漁業管理課）30
○宮崎県優良宅地認定事務施行規則の一部を改正
　する規則……………………………………………（建築住宅課）35
○宮崎県優良住宅認定事務施行規則の一部を改正
　する規則……………………………………………（　　〃　　）36
○旅費の支払事務に関する規則の一部を改正する
　規則………………………………………………………（会計課）37

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　規　　　則
○私立学校等に係る学校教育法施行細則の一部を
　改正する規則………………………………………（みやざき文化振興課）１
○公益信託に関する法律の施行等に伴う関係規則
　の整備に関する規則……………………………………（総務課）５
○宮崎県事務委任規則の一部を改正する規則…………（人事課）５
○宮崎県行政組織規則の一部を改正する規則…………（　〃　）８
○児童福祉法施行細則の一部を改正する規則……（障がい福祉課）11

　私立学校等に係る学校教育法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和８年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第15号
　　　私立学校等に係る学校教育法施行細則の一部を改正する規則
　私立学校等に係る学校教育法施行細則（令和５年宮崎県規則第７号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（専修学校の目的の変更認可の申請）
第18条　法第 130条第１項の規定により専修学校の目的の変更につ
　いての認可を受けようとする者は、専修学校目的変更認可申請書
　（別記様式第20号）に省令第 189条において準用する省令第11条
　に規定する書類及び図面のほか、次に掲げる書類を添えて知事に
　提出しなければならない。
　（１）～（５）　［略］
　（専修学校の名称、位置又は学則の変更の届出）
第19条　［略］
２～５　［略］
６　法第 131条の規定により専修学校の収容定員に係る学則の変更
　についての届出をしようとする者は、専修学校収容定員に係る学
　則変更届（別記様式第23号）に省令第 189条において準用する省
　令第５条第３項に規定する書類及び図面のほか、次に掲げる書類
　を添えて知事に提出しなければならない。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　過去５年間の生徒の収容状況を記載した書類
　（４）～（６）　［略］

　（専修学校の目的の変更認可の申請）
第18条　法第 130条第１項の規定により専修学校の目的の変更につ
　いての認可を受けようとする者は、専修学校目的変更認可申請書
　（別記様式第20号）に省令第 189条において準用する省令第５条
　第２項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添えて知事に提
　出しなければならない。
　（１）～（５）　［略］
　（専修学校の名称、位置又は学則の変更の届出）
第19条　［略］
２～５　［略］
６　法第 131条の規定により専修学校の収容定員に係る学則の変更
　についての届出をしようとする者は、専修学校収容定員に係る学
　則変更届（別記様式第23号）に省令第 189条において準用する省
　令第５条第２項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添えて
　知事に提出しなければならない。
　（１）・（２）　［略］
　（３）　過去５年間の生徒又は学生の収容状況を記載した書類
　（４）～（６）　［略］
　（専修学校の専攻科の設置又は廃止の届出）
第20条　法第 131条の規定により専修学校の専攻科の設置について
　の届出をしようとする者は、専修学校専攻科設置届（別記様式第
　24号）に省令第 189条において準用する省令第11条に規定する書
　類及び図面のほか、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなけれ

規　　　　　則
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第20条～第30条　［略］
様式第20号（第18条関係）
　　［略］
　添付書類
　　１　学校教育法施行規則第 189条において準用する同規則第11
　　　条に規定する書類（事由、名称、位置、学則の変更事項、経
　　　費の見積り及び維持方法並びに目的の変更の時期を記載した
　　　書類）
　　２　学校教育法施行規則第 189条において準用する同規則第11
　　　条に規定する図面（当該変更に係る部分の校地校舎等の図面
　　　）
　　３～15　［略］
様式第22号（第19条関係）
　　［略］
　添付書類
　　１　学校教育法施行規則第 188条において準用する同規則第15
　　　条に規定する書類（廃止の事由、時期及び生徒の処置方法を
　　　記載した書類）
　　２～７　［略］
様式第23号（第19条関係）
　　［略］
　添付書類
　　１　学校教育法施行規則第 189条において準用する同規則第５
　　　条第３項に規定する書類（変更の事由及び時期並びに経費の
　　　見積り及び維持方法について記載した書類）
　　２　学校教育法施行規則第 189条において準用する同規則第５
　　　条第３項に規定する図面（変更後の収容定員に必要な校地校
　　　舎等の図面）
　　３～７　［略］

　ばならない。
　（１）　第17条第１項各号（第４号を除く。）に掲げる書類
　（２）　設置者が法人である場合にあっては、当該設置についての
　　議決をした理事会等の議事録の写し
　（３）　その他知事が必要と認める書類
２　法第 131条の規定により専修学校の専攻科の廃止についての届
　出をしようとする者は、専修学校専攻科廃止届（別記様式第25号
　）に法第 188条において準用する省令第15条に規定する書類のほ
　か、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
　（１）　第６条各号（第３号を除く。）に掲げる書類
　（２）　設置者が法人である場合にあっては、当該廃止についての
　　議決をした理事会等の議事録の写し
　（３）　その他知事が必要と認める書類
第21条～第31条　［略］
様式第20号（第18条関係）
　　［略］
　添付書類
　　１　学校教育法施行規則第 189条において準用する同規則第５
　　　条第２項に規定する書類（変更の事由及び時期を記載した書
　　　類）

　　

　　２～14　［略］
様式第22号（第19条関係）
　　［略］
　添付書類
　　１　学校教育法施行規則第 188条において準用する同規則第15
　　　条に規定する書類（廃止の事由、時期及び生徒又は学生の処
　　　置方法を記載した書類）
　　２～７　［略］
様式第23号（第19条関係）
　　［略］
　添付書類
　　１　学校教育法施行規則第 189条において準用する同規則第５
　　　条第２項に規定する書類（変更の事由及び時期を記載した書
　　　類）
　　

　　２～６　［略］
　　８　過去５年間の生徒の収容状況を記載した書類
　　９～11　［略］

　　７　過去５年間の生徒又は学生の収容状況を記載した書類
　　８～10　［略］

　別記様式第23号の次に次の２様式を加える。
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　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この規則の施行の際現にされているこの規則による改正前の私立学校等に係る学校教育法施行細則（以下「改正前規則」という。）第
　18条の規定による認可の申請は、この規則による改正後の私立学校等に係る学校教育法施行細則第18条の規定による認可の申請とみなす
　。
３　この規則の施行の際現に存する改正前規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することがで
　きる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　公益信託に関する法律の施行等に伴う関係規則の整備に関する規則をここに公布する。
　　令和８年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第16号
　　　公益信託に関する法律の施行等に伴う関係規則の整備に関する規則
　（知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の廃止）
第１条　知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則（平成６年宮崎県規則第29号）は、廃止する。
　（宮崎県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正）
第２条　宮崎県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則（平成18年宮崎県規則第66号）の一
　部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
別表第１（第３条、第４条関係） 別表第１（第３条、第４条関係）

　［略］
宅地建物取引業法施行細則（
昭和47年宮崎県規則第29号）

　［略］

　［略］

　［略］
宅地建物取引業法施行細則（
昭和47年宮崎県規則第29号）

　［略］

宮崎県教育委員会の所管に属
する公益信託の引受けの許可
及び監督に関する規則（平成
19年宮崎県教育委員会規則第
９号）

第28条

知事の所管に属する公益信託
の引受けの許可及び監督に関
する規則（平成６年宮崎県規
則第29号）

第27条

　［略］

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　第２条の規定による改正前の宮崎県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則別表第１左
　欄に掲げる宮崎県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則（平成19年宮崎県教育委員会規則第９号）の
　右欄に掲げる規定及び同表左欄に掲げる知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の右欄に掲げる規定による書
　面の保存については、なお従前の例による。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和８年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
宮崎県規則第17号
　　　宮崎県事務委任規則の一部を改正する規則
　宮崎県事務委任規則（昭和40年宮崎県規則第10号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改正前 改正後
別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

出先機関
の長

　　　委　　　　任　　　　事　　　　務

　［略］
西臼杵支
庁長

１～25の２　［略］
25の３　地籍調査作業規程準則（昭和32年総理府
　令第71号）第５条の規定による地籍調査（市町
　村又は国土調査法（昭和26年法律第 180号）第
　２条第１項第３号に規定する土地改良区等が行
　う次に掲げるものに限る。）の検査に関するこ
　と。ただし、単点観測法による地籍測量の検査
　にあっては第１号を除く。

　（１）～（３）　［略］
25の４～46　［略］　
47　租税特別措置法（昭和32年法律第26号）によ
　る次の事務
　（１）～（８）　［略］

48～67　［略］
　［略］
保健所長 １　医療法（昭和23年法律第 205号）による次の

　事務
　（１）～（５）　［略］
　（６）　第６条の３第８項の規定による報告の徴
　　収又は是正命令に関すること。
　（７）～（14）　［略］
　（15）　第８条第１項の規定による開設の届出の
　　受理に関すること。
　（16）　第８条第２項の規定による設置の届出の
　　受理に関すること。
　（17）～（25）　［略］
　（26）　第30条の18の４第１項の規定によるかか
　　りつけ医機能の報告の受理に関すること。
　（27）　第30条の18の４第２項の規定によるかか
　　りつけ医機能の報告の確認に関すること。
　（28）　第30条の18の４第４項の規定によるかか
　　りつけ医機能の変更の報告の受理に関するこ
　　と。
　（29）　第30条の18の４第４項の規定によるかか
　　りつけ医機能の変更の報告の確認に関するこ
　　と。
　（30）　第30条の18の４第６項の規定による報告
　　の徴収又は是正命令に関すること。
　（31）～（57）　［略］
１の２～６　［略］
６の２　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
　安全性の確保等に関する法律施行令（昭和36年

出先機関
の長

　　　委　　　　任　　　　事　　　　務

　［略］
西臼杵支
庁長

１～25の２　［略］
25の３　地籍調査作業規程準則（昭和32年総理府
　令第71号）第５条の規定による地籍調査（市町
　村が行う次に掲げるものに限る。）の検査に関
　すること。ただし、単点観測法による地籍測量
　の検査にあっては第２号を除く。

　（１）　第３条第３項に規定する一筆地調査
　（２）～（４）　［略］
25の４～46　［略］
47　租税特別措置法（昭和32年法律第26号）によ
　る次の事務
　（１）～（８）　［略］
　（９）　第68条の69第３項第５号イに規定する優
　　良な宅地の供給に寄与するものであることの
　　認定に関すること。
　（10）　第68条の69第３項第６号に規定する優良
　　な住宅の供給に寄与するものであることの認
　　定に関すること。
48～67　［略］

　［略］
保健所長 １　医療法（昭和23年法律第 205号）による次の

　事務
　（１）～（５）　［略］
　（６）　第６条の３第６項の規定による報告の徴
　　収又は是正命令に関すること。
　（７）～（14）　［略］
　（15）　第８条の規定による開設の届出の受理に
　　関すること。

　（16）～（24）　［略］

　（25）～（51）　［略］
１の２～６　［略］
６の２　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
　安全性の確保等に関する法律施行令（昭和36年
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　政令第11号）第２条の13の規定による総取扱処
　方箋数の届出の受理に関すること。

６の３～23の２　［略］
24　水道法（昭和32年法律第 177号）による次の
　事務

　（１）～（８）　［略］
25～34の４　［略］
35　小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱（
　平成27年１月１日定め）による次の事務
　（１）～（４）　［略］

　（５）～（21）　［略］
35の２～57　［略］
58　薬剤師法施行令（昭和36年政令第13号）によ
　る次の事務
　（１）・（２）　［略］
　（３）　第６条第１項及び第２項の規定による名
　　簿の登録の消除の申請書の受理に関すること
　　。
　（４）～（６）　［略］
59～66　［略］

　政令第11号）による次の事務
　（１）　第２条の13の規定による総取扱処方箋数
　　の届出の受理に関すること。
　（２）　第59条の規定による検定の試験品の採取
　　に関すること。
　（３）　第61条第２項の規定による検定に合格し
　　た医薬品等に係る表示が付されていることの
　　確認に関すること。
６の３～23の２　［略］
24　水道法（昭和32年法律第 177号）による次の
　事務
　（１）　第７条第１項（第10条第２項において準
　　用する場合を含む。）の規定による申請書の
　　受理に関すること。
　（２）　第７条第３項（第10条第２項において準
　　用する場合を含む。）の規定による届出の受
　　理に関すること。
　（３）　第10条第３項の規定による届出の受理に
　　関すること。
　（４）　第11条第１項（第31条において読み替え
　　て準用する場合を含む。）の規定による申請
　　書の受理に関すること。
　（５）　第11条第２項（第31条において準用する
　　場合を含む。）の規定による届出の受理に関
　　すること。
　（６）　第13条第１項（第31条において準用する
　　場合及び第34条第１項において読み替えて準
　　用する場合を含む。）の規定による届出の受
　　理に関すること。
　（７）　第14条第５項の規定による届出の受理に
　　関すること。
　（８）　第14条第６項の規定による申請書の受理
　　に関すること。
　（９）　第24条の３第２項（第31条において準用
　　する場合及び第34条第１項において読み替え
　　て準用する場合を含む。）の規定による届出
　　の受理に関すること。
　（10）～（17）　［略］
25～34の４　［略］
35　小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱（
　平成27年１月１日定め）による次の事務
　（１）～（４）　［略］
　（５）　第６の５の規定による申請の受理に関す
　　ること。
　（６）～（22）　［略］
35の２～57　［略］
58　薬剤師法施行令（昭和36年政令第13号）によ
　る次の事務
　（１）・（２）　［略］
　（３）　第６条第１項の規定による名簿の登録の
　　消除の申請書の受理に関すること。

　（４）～（６）　［略］
59～66　［略］
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付表（西臼杵支庁長の項第38号、農林振興局長の項第17号関係） 付表（西臼杵支庁長の項第38号、農林振興局長の項第17号関係）

67　宮崎県不妊治療費支援事業実施要綱（令和５
　年11月８日定め）第６条の規定による申請書の
　受理に関すること。
68～70　［略］

衛生環境
研究所長

１　共同研究に伴う事務に関すること。

　［略］
農林振興
局長

１～12　［略］
13　地籍調査作業規程準則第５条の規定による地
　籍調査（市町村又は国土調査法第２条第１項第
　３号に規定する土地改良区等が行う次に掲げる
　ものに限る。）の検査に関すること。ただし、
　単点観測法による地籍測量の検査にあっては第
　１号を除く。

　（１）～（３）　［略］
14～24　［略］

　［略］
土木事務
所長

１～27　［略］
28　租税特別措置法による次の事務
　（１）～（８）　［略］

29～45　［略］
　［略］

67　宮崎県特定不妊治療費助成金給付要綱（平成
　16年４月１日定め）第６条の規定による申請書
　の受理に関すること。
68～70　［略］

　［略］
農林振興
局長

１～12　［略］
13　地籍調査作業規程準則第５条の規定による地
　籍調査（市町村が行う次に掲げるものに限る。
　）の検査に関すること。ただし、単点観測法に
　よる地籍測量の検査にあっては第２号を除く。

　（１）　第３条第３項に規定する一筆地調査
　（２）～（４）　［略］
14～24　［略］

　［略］
土木事務
所長

１～27　［略］
28　租税特別措置法による次の事務
　（１）～（８）　［略］
　（９）　第68条の69第３項第５号イに規定する優
　　良な宅地の供給に寄与するものであることの
　　認定に関すること。
　（10）　第68条の69第３項第６号に規定する優良
　　な住宅の供給に寄与するものであることの認
　　定に関すること。
29～45　［略］

　［略］

１～３　［略］
４　宮崎県農産園芸関係事業補助金交付要綱（平成10年４月
　１日定め）に基づく補助金（みやざき水田農業確立推進体
　制整備事業、県産米利用拡大支援事業、持続可能な産地を
　支える優良種苗等安定供給支援事業、かんしょ産地を支え
　る健全苗安定供給事業及びみやざき営農振興対策強化事業
　に係る補助金を除く。）
５～29　［略］
30　宮崎県農業経営支援事業費補助金交付要綱（平成28年４
　月１日定め）に基づく補助金のうち、就農環境整備・改善
　事業、働きやすい就労環境整備事業及び新規就農経営発展
　事業に係る補助金

１～３　［略］
４　宮崎県農産園芸関係事業補助金交付要綱（平成10年４月
　１日定め）に基づく補助金（みやざき水田農業確立推進体
　制整備事業、県産米利用拡大支援事業、持続可能な産地を
　支える優良種苗等安定供給支援事業及びみやざき営農振興
　対策強化事業に係る補助金を除く。）

５～29　［略］
30　宮崎県農業経営支援事業費補助金交付要綱（平成28年４
　月１日定め）に基づく補助金のうち、就農環境整備・改善
　事業に係る補助金

　　　附　則
　この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、別表保健所長の項第６号の２の改正規定は、令和８年５月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和８年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第18号
　　　宮崎県行政組織規則の一部を改正する規則
　宮崎県行政組織規則（平成10年宮崎県規則第15号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改正前 改正後
　（課内室の設置）
第５条の２　次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ同表の右欄に掲げ
　る課内室を置く。

　（秘書広報課）
第８条　［略］
２　［略］

　（総務課）
第10条　総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
　（１）～（７）　［略］
　（８）　公益法人等の監督に係る総合調整に関すること。

　（９）～（13）　［略］
　（総務事務センター）
第15条の３　総務事務センターの分掌事務は、次のとおりとする。
　（１）　本庁各課等の総務事務の総合調整及び処理に関すること。
　（２）　県税・総務事務所、自治学院、福祉事務所、農林振興局及
　　び土木事務所（串間土木事務所、高岡土木事務所及び西都土木
　　事務所を除く。）の総務事務の処理に関すること。
　（３）～（11）　［略］
　（農業流通ブランド課）
第47条　農業流通ブランド課の分掌事務は、次のとおりとする。
　（１）　［略］
　（２）　６次産業化等の推進に関すること（他課の主管に属するも
　　のを除く。）。
　（３）　農産物の安全性の確保に関する施策の企画及び推進に関す
　　ること。
　（４）　食品品質表示の適正化に関すること。
　（５）～（９）　［略］
　（農業普及技術課）
第48条　農業普及技術課の分掌事務は、次のとおりとする。
　（１）～（５）　［略］
　（６）　スマート農業に関すること。

　（７）～（13）　［略］
　（農産園芸課）
第49条　農産園芸課の分掌事務は、次のとおりとする。

　（課内室の設置）
第５条の２　次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ同表の右欄に掲げ
　る課内室を置く。

　（秘書広報課）
第８条　［略］
２　［略］
３　行幸啓室においては、第１項第１号に掲げる事務のうち第81回
　国民スポーツ大会及び第26回全国障害者スポーツ大会に関する事
　務を分掌する。
　（総務課）
第10条　総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
　（１）～（７）　［略］
　（８）　公益法人等及び公益信託の監督に係る総合調整に関するこ
　　と。
　（９）～（13）　［略］
　（総務事務センター）
第15条の３　総務事務センターの分掌事務は、次のとおりとする。
　（１）　総務事務の総合調整及び処理に関すること。

　（２）～（10）　［略］
　（農業流通ブランド課）
第47条　農業流通ブランド課の分掌事務は、次のとおりとする。
　（１）　［略］
　（２）　農業と食品産業等との連携の推進に関すること（他課の主
　　管に属するものを除く。）。
　（３）　農産物の安全性の確保の推進及び食品品質表示適正化に関
　　すること。

　（４）～（８）　［略］
　（農業普及技術課）
第48条　農業普及技術課の分掌事務は、次のとおりとする。
　（１）～（５）　［略］
　（６）　スマート農業に関すること（他課の主管に属するものを除
　　く。）。
　（７）～（13）　［略］
　（農産園芸課）
第49条　農産園芸課の分掌事務は、次のとおりとする。

　（１）　農産物の生産振興に係る施策の企画及び総合調整に関する
　　こと。
　（２）～（５）　［略］
　（都市計画課）
第70条　都市計画課の分掌事務は、次のとおりとする。
　（１）～（９）　［略］
　（10）　公共下水道及び都市下水路に関すること。

　（11）～（14）　［略］
２　［略］
　（内部組織）

　（１）　農産物の生産振興及びデジタル化の推進に関する企画及び
　　総合調整に関すること（他課の主管に属するものを除く。）。
　（２）～（５）　［略］
　（都市計画課）
第70条　都市計画課の分掌事務は、次のとおりとする。
　（１）～（９）　［略］
　（10）　上下水道事業に関すること（衛生管理課の主管に属するも
　　のを除く。）。
　（11）～（14）　［略］
２　［略］
　（内部組織）

課 　　　課　　内　　室
秘書広報課 広報戦略室　行幸啓室
　［略］

課 　　　課　　内　　室
秘書広報課 広報戦略室
　［略］
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第 150条　こども療育センターに、次の部、課及び科を置く。
　　［略］
　医療課

　　［略］
２　［略］
　（分掌事務）
第 151条　前条に規定する各課及び科の分掌事務は、次のとおりと
　する。
　　［略］
　医療課
　　（１）～（４）　［略］
　　（５）　障がい児の機能訓練に関すること。
　　（６）・（７）　［略］

　　［略］
　（名称等）
第 262条　法第 138条の４第３項の規定に基づき設置された附属機
　関の名称、担任事務及び主管部課は、次のとおりである。

　（職）
第 271条　次の表の左欄に掲げる出先機関に、それぞれ同表の右欄
　に掲げる職を置く。

第 150条　こども療育センターに、次の部、課及び科を置く。
　　［略］
　医療課
　リハビリテーション科
　　［略］
２　［略］
　（分掌事務）
第 151条　前条に規定する各課及び科の分掌事務は、次のとおりと
　する。
　　［略］
　医療課
　　（１）～（４）　［略］

　　（５）・（６）　［略］
　リハビリテーション科
　　（１）　障がい児の機能訓練に関すること。
　　［略］
　（名称等）
第 262条　法第 138条の４第３項の規定に基づき設置された附属機
　関の名称、担任事務及び主管部課は、次のとおりである。

　（職）
第 271条　次の表の左欄に掲げる出先機関に、それぞれ同表の右欄
　に掲げる職を置く。

　（職務）
第 272条　前条に規定する職の職務は、それぞれ次の表の右欄に定
　めるとおりとする。

　（職務）
第 272条　前条に規定する職の職務は、それぞれ次の表の右欄に定
　めるとおりとする。

出先機関及びその
他の機関

職

　［略］
こども療育センタ
ー

所長　事務長　課長　医長　総看護師長
　技師長　副医長　看護師長　副看護師
長　主任

　［略］

出先機関及びその
他の機関

職

　［略］
こども療育センタ
ー

所長　事務長　課長　医長　総看護師長
　副医長　看護師長　副看護師長　主任

　［略］

職 職　　　　　務
　［略］
医長 　［略］
技師長 上司の命を受けて、科に属する事務を処理

する。
　［略］

職 職　　　　　務
　［略］
医長 　［略］

　［略］

　名　　称 　　　　担　任　事　務 主管部課
　［略］
宮崎県公益認
定等審議会

公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律（平成18年法
律第49号）、一般社団法人及び一
般財団法人に関する法律及び公益
社団法人及び公益財団法人の認定
等に関する法律の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律（平成
18年法律第50号）及び公益信託に
関する法律（令和６年法律第30号
）により、その権限に属させられ
た事項の処理に関する事務

　［略］

　［略］

　名　　称 　　　　担　任　事　務 主管部課
　［略］
宮崎県公益認
定等審議会

公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律（平成18年法
律第49号）及び一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律及び公
益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律の施行に伴う関
係法律の整備等に関する法律（平
成18年法律第50号）により、その
権限に属させられた事項の処理に
関する事務

　［略］

　［略］
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　　　附　則
　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和８年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
宮崎県規則第19号
　　　児童福祉法施行細則の一部を改正する規則
　児童福祉法施行細則（昭和45年宮崎県規則第32号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（指定障害児通所支援事業者等の指定の申請書等）
第６条の２　省令第18条の27第１項又は第２項、第18条の28第１項
　又は第２項、第18条の29第１項又は第２項、第18条の29の２第１
　項又は第２項、第18条の30第１項又は第２項及び第25条の21第１
　項又は第２項の申請書は、指定障害児（通所・入所）支援指定（
　更新）申請書（別記様式第14号の２）によるものとする。

２　省令第18条の34の４及び第25条の21の３の申請書は、特定障害
　児通所支援（障害児入所支援）指定変更申請書（別記様式第14号
　の３）によるものとする。
３　前２項の規定による申請の際に添付すべき書類は、知事が別に
　定める。
　（変更の届出）
第６条の９　法第21条の５の20第３項又は第24条の13第３項の規定
　による変更の届出は、変更届出書（別記様式第14号の16）によっ
　てするものとする。

　（指定障害児通所支援事業者等の指定の申請書等）
第６条の２　省令第18条の27第１項又は第２項、第18条の28第１項
　又は第２項、第18条の29第１項又は第２項、第18条の29の２第１
　項又は第２項、第18条の30第１項又は第２項及び第25条の21第１
　項又は第２項の申請書は、児童福祉法施行規則の規定に基づきこ
　ども家庭庁長官が定める様式並びに障害者の日常生活及び社会生
　活を総合的に支援するための法律施行規則の規定に基づき厚生労
　働大臣が定める様式及びこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定
　める様式（令和７年こども家庭庁・厚生労働省告示第３号。以下
　「様式告示」という。）別紙様式第１号によるものとする。
２　省令第18条の34の４及び第25条の21の３の申請書は、様式告示
　別紙様式第１号によるものとする。

　（変更の届出）
第６条の９　法第21条の５の20第３項又は第24条の13第３項の規定
　による変更の届出は、様式告示別紙様式第２号によってするもの
　とする。

　別記様式第14号の２及び別記様式第14号の３を次のように改める。
様式第14号の２及び様式第14号の３　削除
　別記様式第14号の16を次のように改める。
様式第14号の16　削除
　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　「

　
別記様式第35号別紙（その１）中　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　」
　別記様式第35号別紙（その２）を次のように改める。

 ⑫ 開　　所　　時　　間
平　日
土曜日
日・祝祭日

 ⑫ 開　　所　　時　　間
平　日
土曜日
日・祝日
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─ 12 ─
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─ 14 ─
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─ 16 ─

　別記様式第35号別紙（その２）の次に次の１様式を加える。
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　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　「

　
別記様式第38号（その１）中　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　」
　別記様式第38号（その２）を次のように改める。

 ⑪ 開　　所　　時　　間
平　日
土曜日
日・祝祭日

 ⑪ 開　　所　　時　　間
平　日
土曜日
日・祝日
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　別記様式第38号（その２）の次に次の１様式を加える。
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─ 30 ─

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法施行細則（以下「改正前の規則」という。）の規定に基づいて提出されて
　いる申請書その他の書類は、この規則による改正後の児童福祉法施行細則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす
　。
３　この規則の施行の際現に存する改正前の規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することが
　できる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和８年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
宮崎県規則第20号
　　　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成18年宮崎県規則第83号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（指定障害福祉サービス事業者等の指定等の申請）
第２条　法第36条第１項若しくは第38条第１項（これらの規定を法
　第41条第４項において準用する場合を含む。）又は第51条の19第
　１項（法第51条の21第２項において準用する場合を含む。）の申
　請は、指定障害福祉サービス事業所（指定障害者支援施設、指定
　一般相談支援事業所）指定（更新）申請書（別記様式第１号）に
　知事が別に定める書類を添えてするものとする。

　（指定障害福祉サービス事業者等の指定の変更の申請）
第３条　法第37条第１項又は第39条第１項の申請は、特定障害福祉
　サービス事業所等指定変更申請書（別記様式第２号）によってす
　るものとする。
　（指定障害福祉サービス事業者等の変更等の届出）
第４条　法第46条又は第51条の25の規定による届出は、変更に係る
　ものにあっては指定障害福祉サービス事業所等変更届出書（別記
　様式第３号）によって、事業の廃止、休止又は再開に係るものに
　あっては指定障害福祉サービス事業所等廃止（休止、再開）届出
　書（別記様式第４号）によってするものとする。

　（指定障害福祉サービス事業者等の指定等の申請）
第２条　法第36条第１項若しくは第38条第１項（これらの規定を法
　第41条第４項において準用する場合を含む。）又は第51条の19第
　１項（法第51条の21第２項において準用する場合を含む。）の申
　請は、児童福祉法施行規則の規定に基づきこども家庭庁長官が定
　める様式並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
　るための法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式
　及びこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式（令和７年
　こども家庭庁・厚生労働省告示第３号。以下「様式告示」という
　。）別紙様式第１号によってするものとする。
　（指定障害福祉サービス事業者等の指定の変更の申請）
第３条　法第37条第１項又は第39条第１項の申請は、様式告示別紙
　様式第１号によってするものとする。

　（指定障害福祉サービス事業者等の変更等の届出）
第４条　法第46条又は第51条の25の規定による届出は、変更に係る
　ものにあっては様式告示別紙様式第２号によって、事業の廃止、
　休止又は再開に係るものにあっては指定障害福祉サービス事業所
　等廃止（休止、再開）届出書（別記様式第４号）によってするも
　のとする。

　別記様式第１号から別記様式第３号までを次のように改める。
別記
様式第１号から様式第３号まで　削除
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（以下「改正
　前の規則」という。）の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の障害者の日常生活及び社会生活
　を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
３　この規則の施行の際現に存する改正前の規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することが
　できる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和８年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
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宮崎県規則第21号
　　　特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則の一部を改正する規則
　特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則（令和２年宮崎県規則第54号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（趣旨）
第１条　この規則は、漁業法（昭和24年法律第 267号。以下「法」
　という。）第26条第１項及び第30条第１項の規定による特定水産
　資源の漁獲量等の報告（以下「漁獲量等の報告」という。）に関
　し、必要な事項を定めるものとする。
　（漁獲量等の報告の方法）
第２条　［略］
２　前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織の異常若しくは保
　守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他や
　むを得ない事由がある場合には、漁獲割当管理区分に係る報告に
　あっては別記様式第１号による書面により、非漁獲割当管理区分
　（漁獲努力量管理区分を除く。）に係る報告にあっては別記様式
　第２号による書面により、漁獲努力量管理区分に係る報告にあっ
　ては別記様式第３号による書面により、それぞれ行うことができ
　る。

３　［略］
別記
様式第１号（第２条関係）
　　　漁獲量等報告書（漁獲割当管理区分）及び個人情報の
　　　取扱いに関する同意書

　　［略］
　（記載要領）
　　１・２　［略］
　　３　「特定水産資源の名称」の欄について、くろまぐろの漁獲
　　　量の報告の場合には、「くろまぐろ（小型魚）」と「くろま
　　　ぐろ（大型魚）」とは異なる特定水産資源であることから、
　　　異なる欄に分けて記入することとする。
　　４・５　［略］

　（趣旨）
第１条　この規則は、漁業法（昭和24年法律第 267号。以下「法」
　という。）第26条第１項及び第２項並びに第30条第１項及び第２
　項の規定による特定水産資源の漁獲量等の報告（以下「漁獲量等
　の報告」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。
　（漁獲量等の報告の方法）
第２条　［略］
２　前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織の異常若しくは保
　守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他や
　むを得ない事由がある場合には、漁獲割当管理区分の特定水産資
　源（特別管理特定水産資源を除く。）に係る報告にあっては別記
　様式第１号（その１）による書面により、漁獲割当管理区分の特
　別管理特定水産資源に係る報告にあっては別記様式第１号（その
　２）による書面により、非漁獲割当管理区分（漁獲努力量管理区
　分を除く。）の特定水産資源（特別管理特定水産資源を除く。）
　に係る報告にあっては別記様式第２号（その１）による書面によ
　り、非漁獲割当管理区分（漁獲努力量管理区分を除く。）の特別
　管理特定水産資源に係る報告にあっては別記様式第２号（その２
　）による書面により、漁獲努力量管理区分に係る報告にあっては
　別記様式第３号による書面により、それぞれ行うことができる。
３　［略］
別記
様式第１号（その１）（第２条関係）
　　　特定水産資源（特別管理特定水産資源を除く。）の漁
　　　獲量等報告書（漁獲割当管理区分）及び個人情報の取
　　　扱いに関する同意書
　　［略］
　（記載要領）
　　１・２　［略］

　　３・４　［略］
　別記様式第１号（その１）の次に次の１様式を加える。
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　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　別記様式第２号（その１）の次に次の１様式を加える。

改正前 改正後
様式第２号（第２条関係）
　　　漁獲量等報告書（非漁獲割当管理区分（漁獲努力量管
　　　理区分を除く。））及び個人情報の取扱いに関する同
　　　意書

　　［略］
　（記載要領）
　　１～３　［略］
　　４　「特定水産資源の名称」の欄について、くろまぐろの漁獲
　　　量の報告の場合には、「くろまぐろ（小型魚）」と「くろま
　　　ぐろ（大型魚）」とは異なる特定水産資源であることから、
　　　それぞれに分けて記入することとする。

様式第２号（その１）（第２条関係）
　　　特定水産資源（特別管理特定水産資源を除く。）の漁
　　　獲量等報告書（非漁獲割当管理区分（漁獲努力量管理
　　　区分を除く。））及び個人情報の取扱いに関する同意
　　　書
　　［略］
　（記載要領）
　　１～３　［略］



宮　崎　県　公　報令和 ８ 年 ３ 月 30 日（月曜日）　第 700 号

─ 34 ─
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　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
　（用紙に関する経過措置）
２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則の規定に定める様式による用紙は
　、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県優良宅地認定事務施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和８年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
宮崎県規則第22号
　　　宮崎県優良宅地認定事務施行規則の一部を改正する規則
　宮崎県優良宅地認定事務施行規則（昭和49年宮崎県規則第23号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（趣旨）
第１条　この規則は、租税特別措置法（昭和32年法律第26号。以下
　「法」という。）第28条の４第３項第５号イ、第31条の２第２項
　第14号ハ、第62条の３第４項第14号ハ、第63条第３項第５号イ及
　び第68条の69第３項第５号イの認定の事務に関し必要な事項を定
　めるものとする。
　（認定申請の手続）
第２条　法第28条の４第３項第５号イ、第31条の２第２項第14号ハ
　、第62条の３第４項第14号ハ、第63条第３項第５号イ又は第68条
　の69第３項第５号イの知事の認定（以下「認定」という。）を受
　けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、別記様式第１号
　による申請書を知事に提出しなければならない。
２～６　［略］
　（土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例）
第９条　土地区画整理法（昭和29年法律第 119号）の規定による土
　地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地につ
　いて、認定（法第28条の４第３項第５号イ、第63条第３項第５号

　（趣旨）
第１条　この規則は、租税特別措置法（昭和32年法律第26号。以下
　「法」という。）第28条の４第３項第５号イ、第31条の２第２項
　第14号ハ、第62条の３第４項第14号ハ及び第63条第３項第５号イ
　の認定の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

　（認定申請の手続）
第２条　法第28条の４第３項第５号イ、第31条の２第２項第14号ハ
　、第62条の３第４項第14号ハ又は第63条第３項第５号イの知事の
　認定（以下「認定」という。）を受けようとする者は、宅地の造
　成に着手する前に、別記様式第１号による申請書を知事に提出し
　なければならない。
２～６　［略］
　（土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例）
第９条　土地区画整理法（昭和29年法律第 119号）の規定による土
　地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地につ
　いて、認定（法第28条の４第３項第５号イ又は第63条第３項第５

改正前 改正後
様式第４号（第３条関係）
　　［略］
　１　漁業法の規定に基づく報告に係る事務に関する委任
　　　私は、漁業法（昭和24年法律第 267号。以下「法」という。
　　）の規定に基づく報告について、（１）の者を代理人として定め
　　、（２）に定める期間において、（３）に定める報告に係る事務を
　　委任します。
　　（１）・（２）　［略］
　　（３）　委任事項（□を入れる。）
　　　□　法第26条第１項の規定に基づく知事に対する報告（漁獲
　　　　割当管理区分における漁獲量等の報告）
　　　□　法第30条第１項の規定に基づく知事に対する報告（非漁
　　　　獲割当管理区分における漁獲量等の報告）
　２　［略］
　（記載要領）
　　１・２　［略］
　　３　１（３）の委任事項の欄について、法第26条第１項及び第30
　　　条第１項の報告に加え、次に掲げる報告を委任事項に追加す
　　　ることができる。
　　　　［略］

様式第４号（第３条関係）
　　［略］
　１　漁業法の規定に基づく報告に係る事務に関する委任
　　　私は、漁業法（昭和24年法律第 267号。以下「法」という。
　　）の規定に基づく報告について、（１）の者を代理人として定め
　　、（２）に定める期間において、（３）に定める報告に係る事務を
　　委任します。
　　（１）・（２）　［略］
　　（３）　委任事項（□を入れる。）
　　　□　法第26条第１項及び第２項の規定に基づく知事に対する
　　　　報告（漁獲割当管理区分における漁獲量等の報告）
　　　□　法第30条第１項及び第２項の規定に基づく知事に対する
　　　　報告（非漁獲割当管理区分における漁獲量等の報告）
　２　［略］
　（記載要領）
　　１・２　［略］
　　３　１（３）の委任事項の欄について、法第26条第１項及び第２
　　　項並びに第30条第１項及び第２項の報告に加え、次に掲げる
　　　報告を委任事項に追加することができる。
　　　　［略］
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　イ又は第68条の69第３項第５号イの規定に基づくものに限る。以
　下同じ。）を受けようとする者は、同法第 103条第４項の規定に
　よる換地処分の公告後、別記様式第７号による申請書を知事に提
　出しなければならない。
２・３　［略］

　号イの規定に基づくものに限る。以下同じ。）を受けようとする
　者は、同法第 103条第４項の規定による換地処分の公告後、別記
　様式第７号による申請書を知事に提出しなければならない。

２・３　［略］
　　　　　　　　　「　　第28条の４第３項第５号イ並びに第31条の２第２項第14号ハ及び第62条の３第４項第14号ハ
　別記様式第１号中　　　第63条第３項第５号イ並びに第31条の２第２項第14号ハ及び第62条の３第４項第14号ハ　　　　　を
　　　　　　　　　　　　第68条の69第３項第５号イ並びに第31条の２第２項第14号ハ及び第62条の３第４項第14号ハ　　」
「　　第28条の４第３項第５号イ
　　　第31条の２第２項第14号ハ　　　

に、「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改める。
　　　第62条の３第４項第14号ハ
　　　第63条第３項第５号イ　　　　」
　別記様式第２号及び別記様式第３号中
「　　第28条の４第３項第５号イ並びに第31条の２第２項第14号ハ及び第62条の３第４項第14号ハ
　　　第63条第３項第５号イ並びに第31条の２第２項第14号ハ及び第62条の３第４項第14号ハ　　　　　を
　　　第68条の69第３項第５号イ並びに第31条の２第２項第14号ハ及び第62条の３第４項第14号ハ　　」
「　　第28条の４第３項第５号イ
　　　第31条の２第２項第14号ハ　　　

に改める。
　　　第62条の３第４項第14号ハ
　　　第63条第３項第５号イ　　　　」
　　　　　　　　　「　　第28条の４第３項第５号イ　　　　

「
　　
第28条の４第３項第５号イ

　別記様式第７号中　　　第63条第３項第５号イ　　　　　を　　　
第63条第３項第５号イ　　　　」

に、「宅地造成等規制法」を「宅地
　　　　　　　　　　　　第68条の69第３項第５号イ　　」
造成及び特定盛土等規制法」に改める。
　　　　　　　　　「　　第28条の４第３項第５号イ　　　　

「　　第28条の４第３項第５号イ
　別記様式第８号中　　　第63条第３項第５号イ　　　　　を　　　

第63条第３項第５号イ　　　　」
に改める。

　　　　　　　　　　　　第68条の69第３項第５号イ　　」
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
　（用紙に関する経過措置）
２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の宮崎県優良宅地認定事務施行規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間
　、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県優良住宅認定事務施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和８年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
宮崎県規則第23号
　　　宮崎県優良住宅認定事務施行規則の一部を改正する規則
　宮崎県優良住宅認定事務施行規則（昭和49年宮崎県規則第24号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（趣旨）
第１条　この規則は、租税特別措置法（昭和32年法律第26号。以下
　「法」という。）第28条の４第３項第６号、第31条の２第２項第
　15号ニ、第62条の３第４項第15号ニ、第63条第３項第６号及び第
　68条の69第３項第６号の認定の事務に関し必要な事項を定めるも
　のとする。
　（認定申請の手続）
第２条　法第28条の４第３項第６号、第31条の２第２項第15号ニ、
　第62条の３第４項第15号ニ、第63条第３項第６号又は第68条の69
　第３項第６号の知事の認定（以下「認定」という。）を受けよう
　とする者は、住宅の新築の工事完了後に、別記様式第１号による
　申請書を知事に提出しなければならない。ただし、法第31条の２

　（趣旨）
第１条　この規則は、租税特別措置法（昭和32年法律第26号。以下
　「法」という。）第28条の４第３項第６号、第31条の２第２項第
　15号ニ、第62条の３第４項第15号ニ及び第63条第３項第６号の認
　定の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

　（認定申請の手続）
第２条　法第28条の４第３項第６号、第31条の２第２項第15号ニ、
　第62条の３第４項第15号ニ又は第63条第３項第６号の知事の認定
　（以下「認定」という。）を受けようとする者は、住宅の新築の
　工事完了後に、別記様式第１号による申請書を知事に提出しなけ
　ればならない。ただし、法第31条の２第２項第15号ニ又は第62条
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　第２項第15号ニ又は第62条の３第４項第15号ニの認定の申請は、
　住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進
　捗

ちよく

している場合においては、工事完了前においても行うことがで
　きる。
２　［略］
第３条　前条第１項ただし書の規定により法第31条の２第２項第15
　号ニ又は第62条の３第４項第15号ニの認定を受けた者で、住宅の
　新築の工事完了後に法第28条の４第３項第６号、第63条第３項第
　６号又は第68条の69第３項第６号の認定を受けようとするものは
　、別記様式第１号の申請書に法第31条の２第２項第15号ニ又は第
　62条の３第４項第15号ニの認定を受けた旨及び認定番号を記載し
　て、知事に提出しなければならない。
２　［略］

　の３第４項第15号ニの認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で
　、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗

ちよく

している場合においては
　、工事完了前においても行うことができる。

２　［略］
第３条　前条第１項ただし書の規定により法第31条の２第２項第15
　号ニ又は第62条の３第４項第15号ニの認定を受けた者で、住宅の
　新築の工事完了後に法第28条の４第３項第６号又は第63条第３項
　第６号の認定を受けようとするものは、別記様式第１号の申請書
　に法第31条の２第２項第15号ニ又は第62条の３第４項第15号ニの
　認定を受けた旨及び認定番号を記載して、知事に提出しなければ
　ならない。
２　［略］

　　　　　　　　　「　　第28条の４第３項第６号　　　　
「　　第28条の４第３項第６号

　　　　　　　　　　　　第31条の２第２項第15号ニ　　　　　　
第31条の２第２項第15号ニ

　別記様式第１号中　　　第62条の３第４項第15号ニ　　を　　　
第62条の３第４項第15号ニ

　　　に、「、第63条第３項第６号又は第68
　　　　　　　　　　　　第63条第３項第６号　　　　　　　　　

第63条第３項第６号
　

　　　　　　　　　　　　第68条の69第３項第６号　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
」

条の69第３項第６号」を「又は第63条第３項第６号」に改める。
　　　　　　　　　「　　第28条の４第３項第６号　　　　

「　　第28条の４第３項第６号
　　　　　　　　　　　　第31条の２第２項第15号ニ　　　　　　

第31条の２第２項第15号ニ
　別記様式第２号中　　　第62条の３第４項第15号ニ　　を　　　

第62条の３第４項第15号ニ
　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　第63条第３項第６号　　　　　　　　　
第63条第３項第６号

　　　　　　　　　　　　第68条の69第３項第６号　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
」
　

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
　（用紙に関する経過措置）
２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の宮崎県優良住宅認定事務施行規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間
　、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　旅費の支払事務に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和８年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
宮崎県規則第24号
　　　旅費の支払事務に関する規則の一部を改正する規則
　旅費の支払事務に関する規則（平成元年宮崎県規則第26号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（定義）
第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該
　各号に定めるところによる。
　（１）～（３）　［略］

　（旅行命令書の様式）
第３条　旅行命令書の様式は、次の各号に掲げる区分に従い、当該

　（定義）
第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該
　各号に定めるところによる。
　（１）～（３）　［略］
　（４）　渡航雑費　職員の旅費に関する条例（昭和29年宮崎県条例
　　第42号。以下「条例」という。）第26条の規定により国家公務
　　員の例により算出した国家公務員等の旅費に関する法律施行令
　　（令和６年政令第 306号。以下「政令」という。）第４条に規
　　定する渡航雑費をいう。
　（５）　死亡手当　条例第26条の規定により国家公務員の例により
　　算出した政令第４条に規定する死亡手当をいう。
２　前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は
　、条例において使用する用語の例による。
　（旅行命令書の記載事項又は記録事項）
第３条　旅行命令書は、旅行命令権者等が職員ごとに作成し、その
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　各号に定めるところによるものとする。
　（１）　次号及び第３号に掲げるものを除く旅行　別記様式第１号
　（２）　赴任に伴う旅行　別記様式第２号
　（３）　日額旅費が支給される旅行　別記様式第３号

　（旅費請求書の様式）
第４条　旅費の請求書の様式は、別記様式第４号によるものとする
　。
　

　（支出負担行為の整理区分）
第７条　支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及
　び支出負担行為に必要な主な資料は、別表第２のとおりとする。
２　別表第２に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第
　３に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、
　前項の規定にかかわらず、同表のとおりとする。
　（資金前渡及び概算払の精算）
第８条　［略］
２　概算払に係る旅費の精算をしようとする場合において、精算額
　が概算払を受けた額と同額であるときは、旅行命令書（当該旅行
　命令書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁
　気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式
　で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ
　れるものをいう。）を含む。別表第２及び別表第３において同じ
　。）に精算完了の旨を記載又は記録し、所属長又は支出命令を専
　決した者の確認を受けて精算とする。
３　［略］

　記載事項又は記録事項は、発令年月日、出発地、用務、用務地、
　到着地、旅行期間、所属名、住所又は居所、職名及び氏名とする
　。

２　旅行命令書は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合は
　、当該備考欄に旅行命令等の変更の事実を記載又は記録する。
　（旅費請求書の記載事項又は記録事項）
第４条　旅費の請求書の記載事項又は記録事項は、別表第２の左欄
　に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及
　び別表第３の左欄に掲げる旅費の種目区分ごとにそれぞれ同表の
　右欄に掲げる事項とする。
２　支出命令者等は、複数の請求書の提出があった場合は、当該請
　求書を取りまとめて一つの帳票にすることができる。この場合に
　おける請求書の記載事項又は記録事項は、次の各号に掲げる事項
　とする。
　（１）　旅行者の所属名、職名及び氏名
　（２）　旅行者ごとに用務地及び旅行期間
　（３）　請求年月日
　（４）　旅行者ごとに支出科目及び受取人区分（本人以外の場合は
　　、受取人の氏名等）
　（５）　旅行者ごとに合計した旅費額
　（支出負担行為の整理区分）
第７条　支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及
　び支出負担行為に必要な主な資料は、別表第４のとおりとする。
２　別表第４に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第
　５に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、
　前項の規定にかかわらず、同表のとおりとする。
　（資金前渡及び概算払の精算）
第８条　［略］
２　概算払に係る旅費の精算をしようとする場合において、精算額
　が概算払を受けた額と同額であるときは、旅行命令書（当該旅行
　命令書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁
　気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式
　で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ
　れるものをいう。）を含む。別表第４及び別表第５において同じ
　。）に精算完了の旨を記載又は記録し、所属長又は支出命令を専
　決した者の確認を受けて精算とする。
３　［略］
別表第２（第４条関係）

請求書の区分 記載事項又は記録事項
旅費内訳書兼請求
書（内国）
旅費内訳書兼請求
書（外国）

旅行者の所属名、職名及び氏名
用務及び用務地
旅行日ごとに出発地、到着地、宿泊地（
宿泊した場合に限る。以下この表におい
て同じ。）、旅費の種目及びその金額
請求年月日、支出科目、支出方法、支払
方法、受取人区分（本人以外の場合は、
受取人の氏名等）
合計した旅費額

旅費内訳書兼請求
書（赴任）

旅行者の所属名、職名及び氏名
用務及び用務地
旅行日ごとに出発地、到着地、宿泊地、
旅費の種目及びその金額
請求年月日、支出科目、支出方法、支払
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別表第２・別表第３

　備考
　１　旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一で
　　ある場合又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数
　　の旅行日をまとめて記載又は記録することができる。
　２　旅費の種目のうち、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通
　　費は、交通費としてまとめて記載又は記録することができる。
　３　請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記
　　載又は記録することができる。
別表第３（第４条関係）

別表第４・別表第５

方法、受取人区分（本人以外の場合は、
受取人の氏名等）
合計した旅費額

　［略］　［略］

　別記様式第１号（その１）から別記様式第４号（その８）までを削る。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　職員等のうち知事、副知事及び議会の議員以外の者に対するこの規則による改正後の旅費の支払事務に関する規則（以下「新規則」と
　いう。）の規定の適用については、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に旅行命令権者が旅行命令等を発する旅行につ
　いて適用し、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令権者が
　旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が当該旅行命令等の変更をする旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち
　当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例に
　よる。
３　職員等のうち知事、副知事及び議会の議員に対する新規則の規定の適用については、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に
　出発した旅行については、なお従前の例による。
４　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の旅費の支払事務に関する規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所
　要の事項を適宜補正して使用することができる。

旅費の種目区分 記載事項又は記録事項
１　鉄道賃 金額
２　船賃 金額
３　航空賃 金額
４　その他の交通費 金額
５　宿泊費 泊数及び金額
６　包括宿泊費 泊数及び金額
７　宿泊手当 夜数及び金額
８　船員食料費 金額
９　転居費 金額
10　着後滞在費 宿泊費に係る泊数及び金額並びに宿泊

手当に係る夜数及び金額
11　家族移転費 １の項から７の項まで及び10の項の例

に準じた記載事項又は記録事項、合計
金額並びに旅行人員

12　渡航雑費 金額
13　死亡手当 定額
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